
※裏面の要望用紙による回答でも構いません。

まずはご要望をお聞かせください！

農地を広くして
作業効率化を図りませんか！

畦畔除去等による

「農地の区画拡大」への取組みを支援します！！

畦畔除去前

・通常のほ場整備より早く実施できます。

・農業者の自らの施工により、以下の助成(上限)が受けられます。

田(畑)の区画拡大(畦畔除去＋整地)：6万円～20万円／10a当たり

畦畔除去のみ：４万円／100m当たり
※上記は国庫補助事業を活用した場合の助成単価(上限)の一例になります。

県単独事業については、別途お問い合わせ下さい。

※区画拡大(畦畔除去＋整地)については、
田(畑)の高低差や表土扱いの有無の条件で助成単価(上限)が変わります。

事業活用（国庫補助事業、県単独事業）によるメリット

畦畔除去後

・小林市(農業振興課)   ：0984-23-0300
(須木庁舎) ：0984-48-3131
(野尻庁舎) ：0984-44-1100

・えびの市(農林整備課)：0984-35-3725

・高原町(農畜産振興課)：0984-42-5132

・西諸県農林振興局(農村計画課)：0984-23-4187

問い合わせ先

令和８年度版

※４枚の農地が１枚の広い農地となった事例

(例)

QRｺｰﾄﾞ有効期限:令和9年3月31日

・国庫(県単独)事業を活用する場合は、前年度までに国(県)へ予算要望する必要があります。
このため、区画拡大の要望から事業活用までに時間を要することについて御理解をお願いします。

【目安】令和８年４月～令和８年７月までの要望 → 令和 ９年度(令和 9年４月～令和10年3月)に事業実施

令和８年８月～令和９年７月までの要望 → 令和１０年度(令和10年４月～令和11年3月)に事業実施

※ただし、国(県)の予算状況によっては、要望した年に実施できる場合もあります。

留意事項

※要望に対する回答については、
1～2ヶ月程度期間を要しますので、ご了承ください。

お手持ちのスマートフォンで
左のQRコードを読み取って
調査サイトへアクセスし、
ご回答をお願いします。



１．区画拡大を要望する農地が所在している主な市町村を教えてください。

２．御社の社名（個人の方はお名前）を教えてください。

３．経営面積（ha）を教えてください。 水田

畑

４．今後、畦畔除去等により区画を拡大したい農地の面積（ha）を 水田
教えてください。

畑

５．４で御回答頂いた農地の地番がわかれば教えてください。
※地番が複数ある場合は、主な地番で構いません。

６．区画拡大を要望する農地に借地の農地がある場合、土地所有者への承諾状況について該当するものに

○をつけてください。（要望する農地が全て自己所有の場合は回答不要です）

７．畦畔除去等により区画を拡大したい時期を教えてください。
回答例）令和８年度、令和９年度から令和１０年度

８．７で御回答頂いた希望時期において、工事を誰に行わせるか、該当するものに○をつけてください。

９．４で御回答頂いた農地のうち、１区画を１ha以上としたい
農地の面積（ha）を教えてください。

10．４で御回答頂いた農地において、除去したい畦畔の総延長（m）
を教えてください。※概ねの数値で構いません

11．畦畔除去と併せて行いたい整備があれば、○をつけてください。
※複数回答可

12．重機とそのオペレーターの保有状況について、該当するものに○をつけてください。
※複数回答可

13．今後、ご記入いただいた要望内容等について、宮崎県または市町村から確認させていただきますので、
連絡可能な電話番号またはメールアドレスをご回答ください。

本アンケートにおいて取得した、社名、個人名、電話番号、メールアドレスについては、農地の区画
拡大等の要望を把握するためのみ使用し、目的以外には使用いたしません。

ha

ha

ｍ

整地 ・ 農作業道 ・ 用排水路（開水路 ・ パイプライン） ・ 暗渠排水 ・ 客土・境界杭

要望等確認様式

今後、農地の区画拡大を要望検討されている方は、下記確認事項を記入の上、表面に記載してい
る宮崎県の出先事務所までご持参ください。

・バックホウ（オペレーター 有 ・ 無 ） ・ブルドーザー（オペレーター 有 ・無 ）

・レーザーレベラー ・ＧＰＳレベラー

ha

ha

ha

※※【個人情報の取り扱い】※※

・全て自分で工事 ・ 一部自分で工事、残りは委託（他農業者・業者等）
・全て委託（他農業者、業者等）

・全ての農地について承諾済み ・一部の農地について承諾済み ・全ての農地について未承諾


